「がん教育に係る外部講師派遣」実施要項

1 目的
がんは日本人の死因第１位となっており、子どもの頃から健康と命の大切さについて学び、自らの健康を適切に管理することは重要である。そこで、がんに対する正しい知識、がん患者への理解を通じ、健康と命の大切さに対する認識を深めることが必要となる。
本事業は、医師、看護師などがんに関わる専門家や相談員、がん経験者などを教育機関に派遣し、がんに関する教育（以下「がん教育」）を行うことにより、児童生徒ががんについての正しい理解とがん患者への理解を通じ、健康と命の大切さに対する認識を深めることを目的とする。

2 対象
　外部講師によるがん教育を実施する対象は、群馬県内の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に通う児童生徒

3 申込み方法
外部講師によるがん教育を希望する教職員や PTA などの学校関係者（以下「申込者」）は、学校医と相談の上、実施希望日の３か月前までに別添資料「がん教育外部講師派遣に関する相談窓口一覧」に掲載している施設及び機関（以下「機関」）から、講師、テーマなど希望内容を選択し、FAX 又はメールにより様式１「がん教育に係る外部講師派遣依頼申込書」を該当機関担当窓口まで送付する。

4 実施方法
（1） 講師
各機関に所属する者
（2） 内容
「外部講師を用いたがん教育ガイドライン」（文部科学省）に留意し、各機関のテーマに基づき申込者及び外部講師の所属する機関と調整の上、実施する。なお、必要物品は原則、申込者が調達する。
（3） 費用
①各機関の示すとおりとする。
②①以外の費用が発生する場合は、申込者及び機関との協議により調整する。

5 実施結果の報告
がん教育を実施した申込者は実施後、様式２「がん教育実施結果アンケート」により群馬県教育委員会健康体育課へ報告する。
